
（9.15市民大集会 追加資料） 

 

セキュリティ・クリアランス（SC）「中間論点整理」をめぐって 

井原 聰 

 

１．ＳＣ（「適性評価」）を導入する政府の一番の狙いは？政府は経済制裁的対応を前面に出

しているが、本当の狙いはどこにあるのか。 

１）以前から経産省あたりで議論がなされていましたが、経済安保法の議論の中で表面化し、

加えて米国からＳＣ制度導入の度重なる要求（兵器の同盟国・同志国との共同開発・生産・

整備、日米軍のシームレス運用・整備・維持のための生産基盤育成…）に応じたもの。 

２）例えば「知的財産の保護、安全かつ包括的な研究環境、研究における厳密さや規範、研

究セキュリティ及び管理負担の軽減を推進する誠実な協力に着手すること」（仮訳「量子

協力に関する東京声明」内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション）松尾泰樹、在米

国大使館首席公使代理ニコラス・M・ヒル、2019.12.19）や日米安全保障協議委員会(「2

＋2」)共同発表（2022.1.7）など米国からの要求があります。 

３）経済安保分野で同盟国との共同研究を行うのに、日本の民間企業の職員に対する包括

的な SC制度がないことで情報を共有できず、それが国際的な経済活動の障壁だと強調さ

れ、SC制度を導入しようと喧伝されてきました。あたかも国際的経済活動の障壁と主張

されてきましたが、軍事転用可能な先端技術開発に係る企業の要望が強いといえます。 

２．ＳＣを導入することでの学問、研究、日本社会への悪影響は？ 

１）軍事転用可能な先端技術やゲームチェンジャーが見込まれる技術開発に係る研究者に巨

額な研究費とともに政府が保有する機密情報を提供し、防衛装備（軍事）開発を加速し、

実装まで行うことが経済安保推進法で定められました（Ｋプロと呼ばれます）。その研究

開発遂行のために機密情報の「保全」が可能な人物かいなかについて、研究者の身上調査

（SC；適性評価）と研究施設の適性評価を実施することを可能とするのもＳＣの法制化の

目的の一つです。 

適性評価は「①暴力的な政府転覆活動・テロ等への関与、②外国との関係、③犯罪歴、

④民事訴訟歴、⑤情報通信関係の比違歴、⑥物の濫用、⑦精神の健康状態、⑧アルコール

の影響、⑨信用状態、⑩知人の連絡先家族・同居人に対して氏名、生年月日、国籍、住所、

社会保障番号等」というものです。 

研究者本人の同意を得てとはいうものの、本人につながる同僚、上司、家族、親族、同

居人、隣人にまで調査が及び、基本的人権や思想信条の自由に関わる問題があり憲法に抵

触する内容でもあります。 

また研究設備・研究環境が適性でなければ、適正な環境を有する施設に移転が求められ

ます。当然ながら、研究の自由や発表の自由、国際交流が規制されます。さらに外国人研

究者や留学生の受け入れにもかかわり、研究・教育上の規制が大きくなります。 

Ｋプロの軍事研究が明確な例１．「新たな可能性を有する海洋資源開発や海洋エネルギ

ー開発への期待も踏まえれば、海洋における脅威・リスクをはじめとする海洋状況の早期



把握が肝要である。」科学技術振興機構(JST)の「無人機技術を用いた効率的かつ機動的な

自律型無人探査機（AUV）による海洋観測・調査システムの構築」（研究開発構想５年程度

で 80億円） 

例２．「多波長赤外線センサを構成する重要要素技術である赤外線検出器は、その熱源

探知能力から弾道ミサイルや高速飛翔体の発射検知及び追尾、また暗視センサとして安全

保障用途で使用することができます。」新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「高

感度小型多波長赤外線センサ技術の開発」（6年間で 50億円）のように軍事研究が NEDOや

JSTを通じて公募要項に公然と行われ始めていることに注意しなければなりません。 

２）社会への影響では、サプライチェーンや機関インフラ、研究・教育諸機関にかかる膨大

な数にのぼる事業者・諸機関の SC 関係者と、先に述べたようにそれに連なる人々の「適

性評価」（身上調査（SC））とそれを監視する内調、公安調査庁、警視庁公安部による監視

システムによる監視社会、その発展形としての防諜法案の危険性まで危惧されます。また

SC制度を監視するシステムを欠落させた議論なので、政府・諸機関による冤罪の危険性、

政府に都合の悪い情報の隠蔽、政府と事業者間に置ける忖度、汚職が生まれる危険性が大

で。国民の知る権利の侵害、報道の自由、研究・発表の自由の規制、基本的人権の侵害等

が起こり得ます。 

米国では監視機関として、大統領インテリジェンス問題諮問委員会、連邦プライバシー・

市民自由監視委員会、首席監察官、国家情報長官室自由権保護官、全米アカデミーなどの

監査組織の設置が知られています。 

３．中間論点整理では民間事業者の保全体制を評価するために、米国の国家産業保全計画と

その運用マニュアルを参考にするとしました。この問題性、危険性について 

１）ＳＣ制度そのものが米国のＳＣ制度に倣おうとするものなので「国家産業保全計画とそ

の運用マニュアル」を参考にすることの問題性・危険性を取り立てて議論するのもおかし

いですが、「米国の国家産業保全計画及び同運用マニュアル」（NISP、NISPOM）は米国の産

業分野における「保全」プログラムとそのマニュアルで、それには長い歴史の蓄積のうえ

にできあがってきたものであり、官民との協調連携による効果的な秘密保全への取り組み

のプログラムなので、そのような経験のない日本では官民の協調連携というよりは官によ

る規制やそれに忖度する民による不祥事が危惧されます。 

NISPOM（「国家産業保全プログラム運用マニュアル」）に倣うとすれば、軍事関連企業ば

かりでなく経済安保法で指定された、先に挙げた企業（重要物資のサプライチェーン、基

幹インフラに関わる企業の情報インシデント関連を含む）の人・モノ・情報の統制管理を

防衛省が政府横断的に一元管理することとなる可能性もあり、国家安全保障会議の下で、

防衛省が具体的マニュアルを作成し、産業の軍事化を、ＳＣを梃子に推進することとなる

のではないでしょうか。国会の監視や報道機関の目も届かなくなり、国民の知る権利が奪

われる。政府の独断専行に待ったがかけられなくなるでしょう。 

米国の軍需産業の保全プログラムとそのマニュアルの模倣は日本の産業構造に大きな

変化をもたらすとともに、国家による管理・統制強化は「防衛力の基盤整備」と称して産

業の軍事化を推進することが危惧されます。 



ファイブ・アイズ（機密情報共有の枠組み（Five Eyes；加盟するオーストラリア、カナ

ダ、ニュージーランド、英国：共通言語英語）の「情報保全」に通用するものとして、マ

ニュアルまで米国と一体化するとは、もはや独立国とはいえないでしょう。この NISP、

NISPOMはかつて経産省が「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会報告書」（2008

年７月）で参考にしたプログラムです。当時はさすが「安全保障環境が急速に厳しさを増

している」という枕詞はありませんでしたが、技術流出をいかに防止するかの視点から詳

細な検討をしていました。 

同報告書は「安全保障上の視点」から技術流出防止のために，次の 7つの事項を具体的

検討事項として列挙し、秘密保護法成立に力のあったものでした。 

① 重要情報の区分ルールの導入 → 機密、極秘、秘 

② ②機微技術リスト・ガイドラインの作成 → 先端技術のリストアップと 

③ 秘密保護法制の在り方 → 秘密保護法の提起 

④ ④秘密特許制度の検討 → 特許非公開 

⑤ 外為法の技術取引規制の強化 → 外為法による規制の強化 

⑥ 投資を通じた安全保障上重要な技術の海外への流出防止 → 企業買収 

⑦不審アクセス情報の報告と注意喚起の仕組み → サイバー情報、インシデント情報

の共有問題 

２）秘密保護法の対象企業に限定されたものから、広範な軍事産業（「防衛調達企業」以外

の企業）の重要情報を保有する企業を対象に拡大・管理・統制。サプライチェーン、基幹

インフラ、そして経済安全保障特定重要技術推進プログラム（Kプログラム）対応のＳＣ

制度化により広範な産業が規制され、監視の対象が拡大します。 

サプライチェーンには以下が対象物資として示されました。 

一 抗菌性物質製剤 

二 肥料 

三 永久磁石 

四 工作機械及び産業用ロボット 

五 航空機の部品（航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。） 

六 半導体素子及び集積回路 

七 蓄電池 

八 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機（入出力装

置を含む。）を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム 

九 可燃性天然ガス 

十 金属鉱産物（マンガン、ニッケル、 クロム、タングステン、モリブデン、コバル

ト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、スト

ロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、

ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、

レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及

びリンに限る。） 



十一 船舶の部品（船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。） 

３）基幹インフラは以下の 14業種 

①電気、②ガス，③石油，④水道，⑤鉄道，⑥貨物自動車運送，⑦外航貨物，⑧航空，⑨

空港，⑩電気通信，⑪放送，⑫郵便，⑬金融，⑭クレジットカード 

の 14業種で関わる事業者は極めて膨大です。 

４．そのほか中間論点整理の特徴と問題点 

１）セキュリティ・クリアランス制度に関する必要性（２頁） 

セキュリティ・クリアランス（SC）有識者会議の「中間論点整理」では、SC制度を「政

府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報（ＣＩ (Classified 

Information)）にアクセスする必要がある者（政府職員及び必要に応じ民間事業者の従業

者等）に対して、政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセスを認

める制度」と定義し、「情報保全の強化は、同盟国・同志国との間で必要な国際的な枠組

み整備とあいまって、既に情報保全制度が経済・技術の分野においても定着し活用されて

いる国々との協力を推進し、ひいては、国家安全保障戦略が示す我が国の安全保障に関わ

る総合的な国力の向上にも資する。企業からのニーズがある」としています。 

「日本を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増している、戦後、最も厳しく複雑な

安全保障環境」を枕詞に、米中対立、中国、ロシア、北朝鮮の脅威を煽り立てて対抗軸を

立てた国家安全保障戦略 3 文書に要請された SC 制度の法制化の必要性が強調され、加え

て企業からのニーズといっても先端技術分野のスタートアップ企業、ベンチャー企業から

のニーズ（主として、宇宙・海洋・情報・量子…）や今後展開を狙う軍需産業の予定され

るニーズであり企業一般ではない。また次の「新たな制度の方向性」で述べられるような、

機密情報管理に関わる広範な企業を想定してのことです。 

２）新たな制度の方向性（４頁） 

(1)CＩを念頭に置いた制度「民間事業者等では個人及び施設等につきＣＩを取り扱うに 

足る旨の信頼性確認を行う必要がある」 

●広範な民間事業者の個人、施設等に係る適性評価実施の宣言といえます。 

(2)主要国との間で通用する実効性のある制度「同盟国である米国の制度や他の主要な同

志国の制度も踏まえ、…同盟国・同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みにつ

いても検討を進めていくべき」 

●米国からの執拗な要請（各年度の２+２、米大統領と総理大臣声明）、米国政府の言うな

りで米国と整合的な法制化を図る。ここには国際協調主義はなく好戦的軍事拡大のため

に、日米シームレスの一体化推進に不可欠な「情報保全」対策。 

(3)政府横断的・分野横断的な制度の検討「従来の防衛分野における情報保全制度を始め

既存の諸制度等との整合性にも留意しつつ、制度を検討する必要。…情報公開法、公文

書管理法等の他法令との整合性についても検討が必要」 

●国家公務員法、地方公務員法、労働法、自衛隊法、…原子力規制法など極めて広範囲の

法の改訂が不可欠であり、これも一括法案として後に、府省庁令で国民の見えないとこ

ろで、国会の議論もなく詳細が決められていくことになるでしょう。 



３）具体的な方向性（５頁～７頁）  

(1)情報指定の範囲 

「特定秘密保護法の４分野と同様又はそれに準ずるもの。例えば、経済制裁に関する分析

関連情報や経済安全保障上の規制制度の審査関連情報、サイバー分野における脅威情報や

防御策に係る情報、宇宙・サイバー分野等での政府レベルの国際共同開発・特定秘密にお

ける単層構造から複層構造化」 

●例示された範囲はもちろんのこと、サイバー攻撃対応ということで先端技術関連事業者

のみならずサプライチェーン、基幹インフラに関わる広範な事業者とその実務者が情報指

定の範囲に取り込まれる危険性があります。 

日本の法制のもとでは、特定秘密と国家公務員法上の守秘義務の対象とされる秘密には

「秘」しかないが、秘密指定の多段階化が宣言されています。トップシークレット（機密）・

シークレット（極秘）・コンフィデンシャル（秘）の三段階化が検討されており、現状で

「取り扱い注意」とされていた情報も、罰則付きのコンフィデンシャル情報とされる可能

性があります。 

(3)信頼性の確認（評価）とそのための調査（５頁～６頁） 

「既存の諸制度との整合性や防衛省・防衛産業等の運用実態に留意しつつ、機能を一元化

する可能性、政府全体で統一的な対応」 

●おそらく国家安全保障会議の下に防衛省が軸となる一元的な機関の設置もあり得ると思

います。高市大臣は独立した機関を考えているようです。 

(4)プライバシー等との関係（６頁～７頁） 

「当該調査は、本人の意思に反して行われるものではなく、ＣＩへのアクセスを必要とす

る者の任意の了解の下で行われるものであり、そのための調査を実施するに当たっては、

現行制度と同様、丁寧な手順を踏んだ本人の同意を得ることが大前提である。その際、信

頼性の確認のために収集された情報の管理が適切になされることは必須」 

●当該調査とは「適性評価」のことで、SCによる身辺調査です。任意というもののすでに述

べたように、基本的人権を侵害する調査や SC によって規制されるさまざまな事業活動、

研究活動、教育活動を保護するチェック機関の検討が欠落しています。 

(5)情報保全を適切に実施するための官民の体制整備（７頁） 

民間事業者への負担軽減策 

●負担軽減策を通じて民間企業の管理・統制と忖度、汚職の根源となる危険性大。 

４．その他（７頁～８頁） 

１）ＣＩ以外の重要な情報の扱い 

●米国では機密情報に指定されていないがそれに準ずる情報の取扱いがあり日本でもこ

れにならうとすると膨大な管理された情報が出現し、国民の知る権利が規制される危険性

があります。 

２）信頼性の確認に係る理解の促進 

●省庁横断的にＳＣ制度の理解促進活動による規制が行われるでしょう。 

 


